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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、
　前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界
線を遊技球が超えることを規制する外側の流下規制突部と、
　前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を特定し、その内側の境界
線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、
　前記内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前
面から突出し、遊技球の流下経路を複数に分割することが可能な経路分割突部と、
　前記遊技板の前面に開口する入賞口と、
　前記経路分割突部の１つとして設けられ、前記入賞口の横方向の一端が前記遊技球１球
分より近くに隣接する特別経路分割突部と、
　前記入賞口の前側領域に進入する遊技球を前記入賞口に案内する入賞容易位置と、遊技
球が前記入賞口の前側領域を通過することを許容しかつ前記入賞口に入賞することを規制
する入賞困難位置との間を移動する可変部材とを備え、
　前記入賞口の上方を横切りかつ前記内側又は外側の一方の流下規制突部に接する直線で
ある入賞線分と前記入賞容易位置の前記可変部材と前記特別経路分割突部とに囲まれた入
賞容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞線分を通過する以外の遊技球の
進入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、前記経路分割突部
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を有しないことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記入賞口の横方向の他端を基準点として、その基準点から一端側に延ばした仮想基準
線を前記基準点を中心に上方に回動したときに、前記基準点と前記特別経路分割突部の間
を結ぶ線分が、前記経路分割突部より先に接する基準接触部を前記内側又は外側の一方の
流下規制突部に設け、前記基準接触部に接する前記線分を前記入賞線分とした請求項１に
記載の遊技機。
【請求項３】
　前記入賞口は、前記遊技領域における上下方向の中央より下側に配置されている請求項
１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記可変部材は、前記入賞口の下端部を中心に前後に回動する請求項１乃至３の何れか
１の請求項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記基準接触部の一部が、前記入賞口の少なくとも一部を上方から覆っている請求項１
乃至４の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記遊技板の前面に一側部が宛われかつ湾曲した帯状部材で少なくとも一部が構成され
て全体が環状をなし、前記遊技領域内に打ち込まれる遊技球を案内するガイドレールと、
　前記遊技板のうち前記ガイドレールの内側に貫通形成された演出用開口と、
　前記演出用開口の内側に配置されて遊技の演出を行う演出手段と、
　前記遊技板の前面のうち前記演出用開口の開口縁から前方に突出する枠突壁と、を備え
、
　前記外側の流下規制突部は、前記ガイドレールと、前記ガイドレールに遊技球１つ分よ
り接近した位置に配置されて、前記遊技板の前面から突出する第１の近接突部とで構成さ
れ、
　前記内側の流下規制突部は、前記枠突壁と、前記枠突壁に遊技球１つ分より接近した位
置に配置されて、前記遊技板の前面から突出する第２の近接突部とで構成されている請求
項１乃至５の何れか１の請求項に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記基準接触部は、前記第１又は第２の近接突部に備えられている請求項６に記載の遊
技機。
【請求項８】
　前記基準接触部を備える前記第１又は第２の近接突部は、前記遊技板の前面に固定され
た樹脂部材である請求項７に記載の遊技機。
【請求項９】
　前記基準接触部を備える前記第１又は第２の近接突部は、前記遊技板の前面から突出し
かつ互いに遊技球１つ分よりも狭い間隔で纏めて配置された複数の障害釘で構成されてい
る請求項７に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側
領域か左側領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機としてのパチンコ遊技機の多くは、遊技板の前面から起立するガイドレールの内
側に演出用開口を備えて、その演出用開口の開口縁から前方に装飾枠体が突出した構造に
なっている。そして、ガイドレールとそのガイドレールに遊技球１つ分より接近した位置
に突設された近接突部（例えば、障害釘や樹脂部材）とからなる外側の流下規制突部と、
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装飾枠体とその装飾枠体に遊技球１つ分より接近した位置に突設された近接突部とからな
る内側の流下規制突部との間に形成される遊技領域に遊技球が打ち込まれて遊技が行われ
る。また、遊技領域又は流下規制突部には、可変部材にて開閉される入賞口が備えられ、
遊技者は、入賞口への遊技球の入賞を狙って、遊技領域の右側領域か左側領域かに遊技球
を流下させて遊技を楽しむことができる。なお、古いタイプのものでは、ガイドレールの
みで外側の流下規制突部が構成され、装飾枠体のみで内側の流下規制突部が構成されてい
る（例えば、特許文献１，２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２５２６２９号（図３）
【特許文献２】特開２０１２－２４９７０３号公報（段落［００３７］図６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、近年、演出用開口の大型化に伴い、遊技領域が狭くなってきているため
、可変部材付きの入賞口に向かう遊技球の流れが画一的になってきている。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、遊技球を従来と異なる流れで可変部材付
きの入賞口に向かわせることが可能な遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、遊技板の前面に備えた遊技領域
に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側領域かに遊技球を流下させて遊技
を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の外側の境界線を特
定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制する外側の流下規制突部と、前記遊
技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を特定し、その内側の境界線を遊技
球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記内側及び外側の流下規制突部から
遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から突出し、遊技球の流下経路を複数
に分割することが可能な経路分割突部と、前記遊技板の前面に開口する入賞口と、前記経
路分割突部の１つとして設けられ、前記入賞口の横方向の一端が前記遊技球１球分より近
くに隣接する特別経路分割突部と、前記入賞口の前側領域に進入する遊技球を前記入賞口
に案内する入賞容易位置と、遊技球が前記入賞口の前側領域を通過することを許容しかつ
前記入賞口に入賞することを規制する入賞困難位置との間を移動する可変部材とを備え、
前記入賞口の上方を横切りかつ前記内側又は外側の一方の流下規制突部に接する直線であ
る入賞線分と前記入賞容易位置の前記可変部材と前記特別経路分割突部とに囲まれた入賞
容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞線分を通過する以外の遊技球の進
入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、前記経路分割突部を
有しないことを特徴とする遊技機である。
【０００７】
　この発明により、遊技球を従来と異なる流れで可変部材付きの入賞口に向かわせること
が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る遊技機の正面図
【図２】遊技板の正面図
【図３】遊技板の概念図
【図４】サイド大入賞口の拡大断面図
【図５】入賞容易領域の拡大図
【図６】第２実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
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【図７】第３実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図８】第４実施形態に係る遊技板の正面図
【図９】第４実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図１０】第５実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図１１】第６実施形態に係る遊技板の正面図
【図１２】第６実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図１３】第７実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図１４】第８実施形態に係る遊技板の正面図
【図１５】第８実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図１６】第９実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図１７】第１０実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図１８】第１１実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図１９】第１２実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図２０】第１３実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【図２１】第１４実施形態に係る入賞容易領域の拡大図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［第１実施形態］
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機１０（本発明の「遊技機」に相当する。）に係
る第１実施形態を、図１～図５に基づいて説明する。なお、以下の説明において、遊技者
がパチンコ遊技機１０と対向する方向を「前後方向」といい、パチンコ遊技機１０のうち
遊技者と対向する側を「前側」、その反対側を「後側」ということとする。また、パチン
コ遊技機１０を構成する各部位又は各部品の説明において「右側」とは、パチンコ遊技機
１０の前面側からその各部位又は各部品を見た場合の右側をいい、その反対側を「左側」
ということとする。
【００１０】
　図１に示すように、パチンコ遊技機１０は、前面が前面枠１００Ｚにて覆われており、
その前面枠１００Ｚに形成されたガラス窓１００Ｗを通して遊技板１１を視認することが
できる。遊技板１１は、図２に示されており、前方から見ると略正方形の上側両角部を斜
めにカットした形状をなしている。また、遊技板１１の前面には第１～第３の帯状部材９
１，９２，９３が取り付けられている。
【００１１】
　第１の帯状部材９１は、略半円状をなし、その両端部は、遊技板１１の下辺の左端寄り
位置と遊技板１１の右辺上端寄り位置とに位置する。
【００１２】
　第２の帯状部材９２は第１の帯状部材９１の右側端部から下方に延び、遊技板１１の右
辺中央と、下辺中央とを通過するように湾曲している。そして、第２の帯状部材９２の左
側端部が、遊技板１１の左上部で第１の帯状部材９１に対して内側から遊技球１つ分離れ
て対向して、進入口９０Ｋを構成している。また、第３の帯状部材９３は、進入口９０Ｋ
から遊技板１１の下辺の中央寄り位置に亘って延び、一部が第２の帯状部材９２の外面に
重なっている。そして、上記した第１～第３の帯状部材９１，９２，９３によりガイドレ
ール９０が構成され、そのガイドレール９０の内側がレール内領域Ｒ１になっている。
【００１３】
　なお、第１～第３の帯状部材９１，９２，９３は樹脂製でも金属製でもよい。また、ガ
イドレール９０の一部が遊技板１１に形成された段差部で構成されていてもよいし、遊技
板１１に固定されたゴム部材で構成されていてもよい。
【００１４】
　レール内領域Ｒ１の中央には、演出用開口１１Ｗが貫通形成され、この演出用開口１１
Ｗを通して、「演出手段」としての表示装置１３の表示画面１３Ｇが前方に臨んでいる。
また、演出用開口１１Ｗの開口縁には、表示装飾枠２３が取り付けられている。表示装飾
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枠２３には、遊技板１１の前面から突出する枠突壁２４が備えられている。枠突壁２４は
、演出用開口１１Ｗの上辺部分と両側辺部分と下辺右端部とに配置され、遊技球が演出用
開口１１Ｗ内に進入することを規制している。これにより、本実施形態では、レール内領
域Ｒ１内（即ち、ガイドレール９０の内側）で遊技球が通過する領域は環状になっている
。つまり、遊技板１１の前面には、遊技球が通過し得る環状の遊技領域Ｒ２が備えられて
いる。そして、前面枠１００Ｚの前面右下に備えられた操作ノブ２８（図１参照）が操作
されると、ガラス窓１００Ｗの下方の上皿２６に貯留されている遊技球が進入口９０Ｋか
ら遊技領域Ｒ２に打ち込まれ、遊技領域Ｒ２の左側領域２１Ｌか右側領域２１Ｒの何れか
を流下する。
【００１５】
　具体的には、遊技領域Ｒ２は、図３にハッチングを付して示されており、遊技領域Ｒ２
の外側の境界線Ｌ１（図３の破線Ｌ１参照）を、ガイドレール９０とそれに隣接する樹脂
部材９４Ａ，９４Ｂ等の複数の第１の近接突部によって特定されると共に、遊技領域Ｒ２
の内側の境界線Ｌ２（図３の二点鎖線Ｌ２参照）は、枠突壁２４とそれに隣接する樹脂部
材９５Ａ等の複数の第２の近接突部によって特定されている。換言すれば、ガイドレール
９０と第１の近接突部とからなる外側の流下規制突部８９によって、遊技領域Ｒ２より外
側への遊技球の移動が規制され、枠突壁２４と第２の近接突部とからなる内側の流下規制
突部８８によって、遊技領域Ｒ２より内側への遊技球の移動が規制されている。
【００１６】
　詳細には、上記した「第１の近接突部」は、遊技板１１の前面から突出し、ガイドレー
ル９０に対して遊技球１つ分より接近した位置に配置されているか、遊技球１つ分より接
近して連続配置されているものであり、上記した樹脂部材９４Ａ，９４Ｂの他に、図３に
示すように、複数の障害釘９８を連ねてなる障害釘列９９や役物ユニット８７等が「第１
の近接突部」に相当する。また、「第２の近接突部」は、遊技板１１の前面から突出し、
枠突壁２４に対して遊技球１つ分より接近した位置に配置されているか、遊技球１つ分よ
り接近して連続配置されているものであり、上記した樹脂部材９５Ａの他に、障害釘列９
９等が「第２の近接突部」に相当する。
【００１７】
　なお、外側の流下規制突部８９は、ガイドレール９０のみで構成されていてもよいし、
内側の流下規制突部８８は枠突壁２４のみで構成されていてもよい。
【００１８】
　図２に示されるように、遊技領域Ｒ２には、内側及び外側の流下規制突部８８，８９か
らそれぞれ遊技球１つ分以上離間した位置で遊技板１１の前面から突出する突部として、
第１と第２の始動入賞役物１４Ａ，１４Ｂ、普通入賞役物２０、始動ゲート１８、風車１
９、及び、複数の障害釘９８、障害樹脂突部９７が備えられている。これら第１と第２の
始動入賞役物１４Ａ，１４Ｂ、普通入賞役物２０等は、遊技領域Ｒ２の遊技球の流下経路
を複数に分割する役割をはたし、本発明に係る「経路分割突部」に相当する。即ち、障害
釘９８や障害樹脂突部９７のうち、ガイドレール９０及び枠突壁２４からそれぞれ遊技球
１つ分以上離間した位置に配置されているものは経路分割突部であり、ガイドレール９０
又は枠突壁２４にそれぞれ遊技球１つ分より接近すると、遊技球の流下経路を分割しなく
なるので、経路分割突部でなくなる。そして、ガイドレール９０又は枠突壁２４にそれぞ
れ遊技球１つ分より接近して連続配置されているものは前述の第１又は第２の近接突部で
あり、内側又は外側の流下規制突部８８，８９となる。
【００１９】
　詳細には、普通入賞役物２０及び第１の始動入賞役物１４Ａは、遊技板１１の前面から
突出しかつ上面に入賞口を有したポケット構造をなし、遊技球が１つずつ入賞可能になっ
ている。また、図４に示すように、第２の始動入賞役物１４Ｂは、縦長の樋構造をなしか
つ上面に入賞口を備え、その入賞口が、通常は、遊技板１１の前面のスリットから突出す
る可変部材１４Ｔによって閉塞されている。そして、第１の始動入賞口１４Ａが、遊技領
域Ｒ２の下部領域における左右方向の中央に配置され、その第１の始動入賞役物１４Ａの
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右側方に第２の始動入賞役物１４Ｂが配置されている。また、普通入賞役物２０は、第１
の始動入賞役物１４Ａの左側に２つ配置され、第１の始動入賞役物１４Ａ，１４Ｂの間の
下方位置に１つ配置され、さらには、遊技領域Ｒ２の右側領域２１Ｒにおける上下方向の
中央に１つ配置されている。また、始動ゲート１８は、遊技板１１から前方に突出したゲ
ート構造をなして、その内側を遊技球が１つずつ通過可能になっている。そして、始動ゲ
ート１８は、右側領域２１Ｒの上部に配置されている。なお、風車１９は、左側領域２１
Ｌの下部に配置され、障害釘９８は、遊技領域Ｒ２全体に分散配置され、障害樹脂突部９
７は、進入口９０Ｋの近傍に配置されている。
【００２０】
　遊技領域Ｒ２のうち第１の始動入賞役物１４Ａの下方には、センター大入賞口１５が備
えられ、その下方にアウト口１６が配置されている。センター大入賞口１５は、遊技板１
１の前面に開口する横長の長方形をなし、その下縁部を中心に前後に傾動する可変部材１
５Ｔを備え、その可変部材１５Ｔによって通常は閉塞されている。
【００２１】
　図４に示されるように、第２の始動入賞役物１４Ｂの上端部からは、左右に転動ガイド
壁１４Ｇが延びていて、次述する転動面３５から転落した遊技球を転動ガイド壁１４Ｇで
受けて第２の始動入賞役物１４Ｂに案内すると共に、可変部材１４Ｔを通過した遊技球を
センター大入賞口１５（図２参照）の上方位置に繋がる障害釘９８の列へと受け渡すよう
になっている。
【００２２】
　転動面３５は、前記した外側の流下規制突部８９を構成する役物ユニット８７の上部に
形成されている。役物ユニット８７は、ガイドレール９０の右下コーナー部に内側から隣
接している。また、役物ユニット８７の最上部は、ガイドレール９０に隣接し、枠突壁２
４の右下角部より僅かに下方に位置している。そして、役物ユニット８７の上面が、ガイ
ドレール９０に隣接する位置から枠突壁２４の右下角部の概ね真下位置まで緩やかに下る
転動面３５になっている。
【００２３】
　転動面３５の上端寄り位置から下端部に亘る範囲は、サイド大入賞口１７になっていて
、通常は、遊技板１１の前面のスリットから突出する可変部材１７Ｔによって閉塞され、
その可変部材１７Ｔによって転動面３５が構成されている。可変部材１７Ｔは遊技板１１
の前面のスリットから突出してサイド大入賞口１７への遊技球の入賞を規制する入賞困難
位置と、遊技板１１の前面のスリット内に引っ込んで入賞困難位置よりサイド大入賞口１
７への遊技球の入賞を容易にする入賞容易位置との間を移動するようになっている。
【００２４】
　役物ユニット８７の左側面のうち、前述の転動ガイド壁１４Ｇが突き合わされた部分に
は、その転動ガイド壁１４Ｇの先端から離れる側に膨出した湾曲面８７Ａが形成されてい
る。そして、役物ユニット８７の左側面が、湾曲面８７Ａの下端部から左側下がりに緩や
かに傾斜して延びてから下方に折れ曲がっている。そして、役物ユニット８７の左側面と
第２の始動入賞役物１４Ｂとの間に遊技球をアウト口１６へと案内する外れ流路Ｒ３が形
成されている。
【００２５】
　また、左側領域２１Ｌにおいて枠突壁２４の中央寄り位置にワープゲート２９が設けら
れている。左側領域２１Ｌを流下する遊技球がワープゲート２９に進入すると、第１の始
動入賞役物１４Ａの上方に位置するステージ（図示せず）に案内され、ステージに設けら
れたステージ孔から第１の始動入賞口１４Ａに入賞し易くなっている。
【００２６】
　ワープゲート２９には遊技球の流下速度を抑えるための凹凸部３０が複数設けられてい
る。凹凸部３０は他にも、遊技板１１の右上部における第１の帯状部材９１と枠突部２４
との間や、転動面３５の上方や、樹脂部材９５Ａの周囲に沿うように設けられている。
【００２７】
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　上記した可変部材１４Ｔ，１５Ｔ，１７Ｔの開閉は、以下の各条件の成立に基づいて制
御される。即ち、始動ゲート１８を遊技球が通過すると、表示画面１３Ｇに普通図柄３８
を変動表示してから停止表示し、その停止表示した普通図柄３８が奇数か偶数かによって
判定結果を報知する普図判定が行われる。この普図判定では、１／２の確率で当りとなり
、当り（以下、「普図当り」という）になると、所定時間に亘って可変部材１４Ｔが開い
て第２の始動入賞役物１４Ｂへの遊技球の入賞が可能になる。
【００２８】
　また、始動ゲート１８への遊技球の通過、及び、次述する第１及び第２の始動入賞役物
１４Ａ，１４Ｂへの遊技球の入賞は、それぞれ４つまで保留球として保留され、それら保
留球を順次使用して普図判定又は特図判定が行われる。また、それら保留球の数は、表示
画面１３Ｇに表示される。
【００２９】
　第１及び第２の始動入賞役物１４Ａ，１４Ｂに遊技球が入賞すると、表示画面１３Ｇに
特別図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃを変動表示してから停止表示し、その停止表示した特別
図柄１３Ａ，１３Ｂ，１３Ｃの図柄組み合わせによって判定結果を報知する特図判定が行
われる。
【００３０】
　第１の始動入賞役物１４Ａによる特図判定では、例えば、１／３２０の確率で「大当り
」となり、１／１２０の確率で「小当り」になる。「大当り」になると、所定回数、所定
時間に亘って可変部材１５Ｔが開く「大当り遊技」が実行されて、センター大入賞口１５
に多くの遊技球の入賞が可能になる。「小当り」になると、「大当り遊技」に比べて少な
い回数、短い時間に亘って可変部材１５Ｔが開く「小当り遊技」が実行される。この「小
当り遊技」では、遊技球がセンター大入賞口１５に多く入賞することは望めない。
【００３１】
　また、第１の始動入賞役物１４Ａによる特図判定の「大当り」の半分は「時短付き大当
り」になっていて、「時短付き大当り」の「大当り遊技」が実行されると、その実行後に
、所謂、時短状態になり、普図判定の判定時間が通常時より短くなり、かつ、普図当りに
なったときに可変部材１４Ｔが開く時間が長くなる。また、「時短付き大当り」の１／３
は、１回の普図判定でのみ時短状態になり、２／３は１００回の普図判定で時短状態にな
る。「１００回の時短付き大当り」を引き当てると、通常時に比べて第２の始動入賞役物
１４Ｂに入賞する頻度が格段に高くなり、第２の始動入賞役物１４Ｂによる特図判定が行
われる頻度も高くなる。
【００３２】
　第２の始動入賞役物１４Ｂによる特図判定では、例えば、１／３２０の確率で「大当り
」となり、１／７の確率で「小当り」になる。「大当り」になると、所定回数、所定時間
に亘って可変部材１７Ｔが開く「大当り遊技」が実行されて、サイド大入賞口１７に多く
の遊技球の入賞が可能になる。また、サイド大入賞口１７に入賞した遊技球が通過する経
路には、図示しないＶ入賞口と通常口とが備えられていて、所謂、第二種の判定が行われ
、その様子は、遊技板１１に設けられたＶ視認部１１Ｊ（図２参照）にて透視することが
できる。そして、Ｖ入賞口に遊技球が入賞すると、センター大入賞口１５による上記した
「大当り遊技」が実行される。また、「小当り」になると、「大当り遊技」に比べて少な
い回数、短い時間に亘って可変部材１７Ｔが開く「小当り遊技」が実行される。この「小
当り遊技」では、遊技球がサイド大入賞口１７に多く入賞することは望めないが、サイド
大入賞口１７に入賞した遊技球がＶ入賞口に入賞すれば、センター大入賞口１５による上
記した「大当り遊技」が実行され、遊技球がセンター大入賞口１５に多く入賞し得る。ま
た、第２の始動入賞役物１４Ｂによる特図判定の「大当り」の全ては「時短付き大当り」
になっていて、その「時短付き大当り」の１／３は、「１回の時短付き大当り遊技」であ
り、２／３は、「１００回の時短付き大当り遊技」になっている。
【００３３】
　なお、各普通入賞役物２０、各始動入賞役物１４Ａ，１４Ｂ、センター大入賞口１５，
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サイド大入賞口１７に遊技球が入球すると、所定数の賞球が上皿２６に払い出される。ま
た、入賞しなかった遊技球はアウト口１６に取り込まれる。
【００３４】
　上記した遊技の制御により、時短状態になると、右側領域２１Ｒに遊技球を流下させる
、所謂、右打ちが有利になる。その右側領域２１Ｒの主要部であるサイド大入賞口１７は
、従来にはない「入賞入口」を備えた構成になっている。
【００３５】
　ここで、「入賞入口」とは、「入賞口又は当該入賞口に連なる遊技釘等（遊技部材）で
構成される遊技球の流下経路のうち、入賞口から最も離れた位置にあるもの」のことであ
り、「入賞口に連なる遊技釘等」とは、遊技釘間を遊技球が通過できないように遊技釘等
を連続配置したもののことをいう。即ち、サイド大入賞口１７が形成されていてそのサイ
ド大入賞口１７に連続する外側の流下規制突部８９は、「入賞口に連なる遊技釘等」に相
当する。
【００３６】
　そこで、図５に示すように、サイド大入賞口１７の左開口縁を基準点Ｐ０とし、その基
準点Ｐ０からサイド大入賞口１７の右開口縁側に延ばした仮想基準線Ｈを、基準点Ｐ０を
中心に上方に回動して、その仮想基準線Ｈが、上記した障害釘９８等の経路分割突部又は
内側の流下規制突部８８に始めて接したときに、その仮想基準線Ｈと外側の流下規制突部
８９とが交差する交点Ｐ１と基準点Ｐ０とを結ぶ線分を、サイド大入賞口１７の入賞線分
Ｎとして求める。なお、仮想基準線Ｈは基準点Ｐ０を始点として、無限に延びる架空の直
線であり、入賞線分Ｎは仮想基準線Ｈのうちの基準点Ｐ０から交点Ｐ１までの線分である
。すると、入賞線分Ｎと外側の流下規制突部８９とに囲まれた入賞容易領域Ｋは、遊技球
が１つ以上進入可能な大きさをなしかつ、入賞線分Ｎを通過する以外の進入経路を有さず
かつ、サイド大入賞口１７以外の遊技球の退出経路を有しないので、入賞容易領域Ｋに進
入した遊技球のほとんどがサイド大入賞口１７に入賞することになる。つまり、入賞線分
Ｎを、サイド大入賞口１７の実質的な入賞入口と見なすことができる。
【００３７】
　そして、本実施形態では、その仮想基準線Ｈを基準点Ｐ０を中心に上方に回動したとき
に、障害釘９８等の経路分割突部より先に内側の流下規制突部８８に接するように構成さ
れている。詳細には、内側の流下規制突部８８の一部である樹脂部材９５Ａの先端部が、
仮想基準線Ｈと最初に接する基準接触部９６になっている。その樹脂部材９５Ａは、枠突
壁２４の右側部に対して遊技球１つ分より近い範囲に隣接配置されて、枠突壁２４から側
方に張り出している。そして、樹脂部材９５Ａの先端が、外側の流下規制突部流下規制突
部８９における転動面３５とその上方の樹脂部材９４Ａとの間の右側領域ガイドレール９
０に遊技球略２個分の間隔を空けて、突き合わされている。また、樹脂部材９５Ａの上面
は、右下がりに緩やかに傾斜し、樹脂部材９５Ａの下面は、転動面３５と平行になってい
る。樹脂部材９５Ａの下面と転動面３５との間は遊技球略２個分の間隔が空いている。さ
らに、樹脂部材９４Ｂの下部には、右斜め上方から樹脂部材９５Ａの先端に対峙する凹状
湾曲面９４Ｂ１が備えられている。そして、交点Ｐ１が樹脂部材９４Ｂ１の下端寄り位置
に配置され、その交点Ｐ１とサイド大入賞口１７の左開口縁である基準点Ｐ０とを結ぶ入
賞線分Ｎが、樹脂部材９５Ａの先端の基準接触部９６に接するようになっている。また、
大入賞口の入賞入口は５５ｍｍを越え１３５ｍｍ以下に規定されていて、基準接触部９６
は、入賞線分Ｎの長さが上記の範囲内になるように配置されている。なお、「大入賞口」
とは、「入賞口のうち役物が作動した場合に著しく入賞が容易になる入賞口」のことであ
る。
【００３８】
　このように、本実施形態では、外側の流下規制突部８９に形成されたサイド大入賞口１
７の実質的な入賞入口である入賞線分Ｎが、内側の流下規制突部８８に接するように形成
されて、右側領域２１Ｒにおける内側と外側の流下規制突部８８，８９の間に差し渡され
ている。また、入賞容易領域Ｋ内には、経路分割突部を有しないので、入賞容易領域Ｋ内
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に進入した遊技球が入賞容易領域Ｋ外に出ていくことも少ない。これらにより、サイド大
入賞口１７が開いている状態では、右側領域２１Ｒを流下する遊技球の全てが入賞容易領
域Ｋに進入し、サイド大入賞口１７に入賞可能となる。
【００３９】
　本実施形態の構成に関する説明は以上である。次に、本実施形態のパチンコ遊技機１０
の作用効果について説明する。本実施形態のパチンコ遊技機１０では、時短状態になると
、右側領域２１Ｒに遊技球を流下させる右打ち遊技が遊技者にとって有利になる。そして
、右打ち遊技を行うと、第２の始動入賞役物１４Ｂへの入賞により特図判定が行われて１
／７の確率で小当りになり、１／３２０の確率で大当たりになる。
【００４０】
　ここで、「小当り」となるとサイド大入賞口１７は開くが、その開放時間は極めて短い
ので、従来の遊技機の構造では、サイド大入賞口１７への入賞を期待することが困難であ
る。これに対し、本実施形態のパチンコ遊技機１０では、サイド大入賞口１７の実質的な
入賞入口である入賞線分Ｎが、右側領域２１Ｒにおける内側と外側の流下規制突部８８，
８９の間に差し渡され、右側領域２１Ｒを流下する遊技球の全てが、サイド大入賞口１７
の実質的な入賞入口に進入するので、小当りであっても、サイド大入賞口１７への入賞を
期待することができる。また、大当りになったときには、サイド大入賞口１７の開放時間
が長くなり、その間に右側領域２１Ｒを流下する遊技球の殆どがサイド大入賞口１７に入
賞するので、大きな興奮を遊技者に提供することができる。
【００４１】
　このように、本実施形態のパチンコ遊技機１０によれば、外側の流下規制突部８９に備
えたサイド大入賞口１７の入賞線分Ｎを、内側の流下規制突部８８に接する直線とし、遊
技領域Ｒ２の右側領域２１Ｒで、内側と外側の流下規制突部８８，８９を通過する遊技球
が全て入賞線分Ｎを通過し、それらのほとんどがサイド大入賞口１７に入賞するという、
従来にはない流れでサイド大入賞口１７に遊技球を向かわせることができる。また、その
ような入賞線分Ｎを設定するための樹脂部材９５Ａとその斜め上方の樹脂部材９４Ｂとに
より、遊技球が蛇行して減速された状態で入賞線分Ｎを通過するので、サイド大入賞口１
７への遊技球の入賞が安定する。また、転動面３５及びサイド大入賞口１７は遊技機Ｒ２
の上下方向の中央より下側に配置されているので、遊技領域Ｒ２の上下方向の中央までの
遊技球の流下を遊技者が視認して楽しむことができる。また、基準接触部９６が樹脂突部
７１のような第２近接突部に備えられている構成とすれば、基準接触部９６の設定・変更
を容易に行うことができ、遊技機の設計が容易になる。これらの効果は、以下の他の実施
形態でも同様である。
【００４２】
　［第２実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｐは、図６に示されており、前記第１実施形態の樹脂
突部９５Ａの代わりに、障害釘列９９を、表示装飾枠２３の枠突壁２４の右下角部から右
斜め下方に延ばして、その障害釘列９９の先端に前記第１実施形態で説明した基準接触部
９６を備えている。その障害釘列９９は、複数の障害釘９８を隣接させて一列に並べてな
り、それら障害釘９８，９８同士は遊技球１つ分よりも狭い間隔で纏めて配置されていて
、障害釘列９９と表示装飾枠２３との間隔は、遊技球１つ分より小さくなっている。本実
施形態の構成によっても第１実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００４３】
　［第３実施形態］
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機１０Ｎに係る第３実施形態を、図７に基づいて
説明する。本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｎは、樹脂突部９５Ａ及び障害釘列９９の代
わりに枠突壁２４の右下角部を基準接触部９６とした点が第１及び第２実施形態と異なる
。
【００４４】
　詳細には、枠突壁２４の右下角部と右側領域２１Ｒにおけるガイドレール９０との間は
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遊技球略２個分の間隔が空いている。そして、右側領域２１Ｒを流下してきた遊技球はそ
のまま入賞線分Ｎを通過して入賞容易領域Ｋ内に入り、サイド大入賞口１７へと入賞する
。
【００４５】
　［第４実施形態］
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機１０Ｌに係る第４実施形態を、図８，９に基づ
いて説明する。図８に示すように、遊技盤１１Ｌの右側領域２１Ｒの上下方向の中央部に
は、大入賞口３１及び大入賞口３１を開閉する可動扉３２が設けられていて、大入賞口３
１の下方には、このパチンコ遊技機１０Ｌの外側の流下規制突部８９を構成する役物ユニ
ット８７Ｌが設けられている。
【００４６】
　図９に示すように、役物ユニット８７Ｌには、第１実施形態の転動面３５よりも左右方
向に延びた転動面３５Ｌが設けられていて、転動面３５ＬにはＶ大入賞口１７Ｌ及び可変
部材１７Ｔが設けられている。転動面３５Ｌの左下方には第２の始動入賞役物１４Ｄと外
れ流路Ｒ３が形成されている。第２の始動入賞口１４Ｄの上方には第１の始動入賞役物１
４Ｃが設けられている。また、Ｖ大入賞口１７Ｌに入賞した遊技球が通過する経路には、
図示しないＶ入賞口と通常口とが備えられている。
【００４７】
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｌでは、第２の始動入賞役物１４Ｄによる特図判定で
は、例えば、１／３２０の確率で「大当り」となり、１／１０の確率で「小当り」になる
。Ｖ大入賞口１７に入賞した遊技球がＶ入賞口に入賞すれば、大入賞口３１による「大当
り遊技」が実行される。また、第２の始動入賞役物１４Ｄによる特図判定の「大当り」の
全ては「時短付き大当り」になっていて、その「時短付き大当り」の１／３は、「２回の
時短付き大当り遊技」であり、１／３は、「１０回の時短付き大当り遊技」であり、１／
３は、「１００回の時短付き大当り遊技」になっている。なお、本実施形態では、第２の
始動入賞役物１４Ｂへの遊技球の入賞は、１つまで保留球として保留される。
【００４８】
　そして、本実施形態では、第３実施形態と同様に、転動面３５Ｌの上方に位置する枠突
壁２４の右下角部が基準接触部９６となっていて、右側領域２１Ｒにおける大入賞口３１
より下方を流下してきた遊技球はそのまま入賞線分Ｎを通過して入賞容易領域Ｋ内に入り
、Ｖ大入賞口１７Ｌへと入賞する。
【００４９】
　［第５実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｒは、図１０に示されており、役物ユニット８７とガ
イドレール９０との間に遊技球が通過可能な通路が備えられている。即ち、本実施形態で
は、役物ユニット８７は、ガイドレール９０から遊技球１つ分以上離れているので、外側
の流下規制突部８９に含まれず、前述した第１と第２の始動入賞役物１４Ａ，１４Ｂ、普
通入賞役物２０等のように、遊技領域Ｒ２の遊技球の流下経路を複数に分割する役割する
「経路分割突部」になっている。また、そのような経路分割突部の中でも、役物ユニット
８７は、前記第１実施形態と同様の入賞線分Ｎを有するサイド大入賞口１７が形成された
「特別経路分割突部」になっている。
【００５０】
　また、本実施形態の役物ユニット８７には、転動面３５がサイド大入賞口１７を閉塞す
るサイド大入賞口１７Ｔの上面にのみ形成され、サイド大入賞口１７の右隣には、転動面
３５より急勾配になってサイド大入賞口１７に向かって下るように傾斜したガイド面３６
が備えられている。また、内側の流下規制突部８８には、第２実施形態と同様に、表示装
飾枠２３の右下部分から右斜め下方に延びる障害釘列９９が備えられている。そして、サ
イド大入賞口１７の左開口縁を基準点Ｐ０とし、その基準点Ｐ０からサイド大入賞口１７
の右開口縁側に延ばした仮想基準線Ｈを、基準点Ｐ０を中心に上方に回動したときに、経
路分割突部より先に障害釘列９９の先端の基準接触部９６に接するようになっている。障
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害釘列９９の先端と可変部材１７Ｔとの間は遊技球略１個分の間隔が空いている。
【００５１】
　また、その基準接触部９６に接する仮想基準線Ｈのうち、仮想基準線Ｈが役物ユニット
８７と交差する交点Ｐ１と、基準点Ｐ０とを結ぶ線分が、サイド大入賞口１７の入賞線分
Ｎをなし、その入賞線分Ｎと役物ユニット８７とに囲まれた入賞容易領域Ｋが、遊技球が
１つ以上進入可能な大きさをなしかつ、入賞線分Ｎを通過する以外の進入経路を有さずか
つ、サイド大入賞口１７以外の遊技球の退出経路を有しない構成になっている。
【００５２】
　このように、本実施形態では、特別経路分割突部としての役物ユニット８７に形成され
たサイド大入賞口１７の実質的な入賞入口である入賞線分Ｎが、内側の流下規制突部８８
に接するように形成されて、右側領域２１Ｒにおける内側の流下規制突部８８と特別経路
分割突部である役物ユニット８７との間に差し渡されている。これにより、右側領域２１
Ｒを流下する遊技球のうち役物ユニット８７と内側の流下規制突部８８との間に流れ込む
遊技球の全てがサイド大入賞口１７の入賞容易領域Ｋに進入し、そのサイド大入賞口１７
に入賞可能という、従来にはない流れで入賞口に向かわせることができる。
【００５３】
　［第６実施形態］
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機１０Ｓに係る第６実施形態を、図１１，１２に
基づいて説明する。図１１に示すように、このパチンコ遊技機１０Ｓの内側の流下規制突
部８８を構成する枠突壁２４の左側面には、上端寄り位置より下側部分を窪ませて側面凹
部２４Ａが形成されている。そして、側面凹部２４Ａの下端部に、左側方に向かって開口
するサイド大入賞口７０が形成されている。側面凹部２４Ａの上端部は、側方に張り出す
側面突部２４Ｂとなっている。
【００５４】
　図１２に示すように、サイド大入賞口７０には、その下端部を中心に回動する可変部材
７０Ｔが設けられている。また、可変部材７０Ｔは、入賞困難位置と入賞容易位置との間
を回動し、入賞困難位置では起立姿勢になってサイド大入賞口７０への遊技球の入賞を規
制し、入賞容易位置では、傾斜姿勢になってサイド大入賞口７０から側方に張り出し、遊
技球をサイド大入賞口７０に案内する。
【００５５】
　また、入賞容易位置の可変部材７０Ｔの先端を基準点Ｐ０として、その基準点Ｐ０から
サイド大入賞口７０側に延ばした仮想基準線Ｈを基準点Ｐ０を中心に上方に回動すると、
その仮想基準線Ｈが、障害釘９８等の経路分割突部より先に、外側の流下規制突部８９の
一部である樹脂突部７１に接するようになっている。その樹脂突部７１は、前記第１実施
形態の樹脂突部９５Ａと同様に横長形状をなし、外側の流下規制突部８９の主要部である
ガイドレール９０に隣接し、樹脂突部７１の先端部は、側面凹部２３Ａにおける上下方向
の中間位置に遊技球２～３つ分の隙間を空けて突き合わされている。そして、この樹脂突
部７１の先端の基準接触部９６に接する仮想基準線Ｈと内側の流下規制突部８８との交点
Ｐ１と、基準点Ｐ０とを結ぶ線分が入賞線分Ｎになっている。また、その入賞線分Ｎと内
側の流下規制突部８８とに囲まれた入賞容易領域Ｋは、遊技球１つ以上の大きさでかつ、
入賞線分Ｎを通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、サイド大入賞口７０以外の
遊技球の退出経路を有しない構造になっている。
【００５６】
　このように本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｓでは、内側の流下規制突部８８に備えた
サイド大入賞口７０の入賞線分Ｎを、外側の流下規制突部８９に接する直線としたことで
、遊技領域Ｒ２の左側領域２１Ｌで、内側と外側の流下規制突部８８，８９を通過する遊
技球が全て入賞線分Ｎを通過し、それらのほとんどがサイド大入賞口７０に入賞するとい
う、従来にはない流れでサイド大入賞口７０に遊技球を向かわせることができる。また、
そのような入賞線分Ｎを特定する外側の流下規制突部８９の樹脂突部７１が、内側の流下
規制突部８８の側面突部２４Ｂの下方にあり、側面凹部２３Ａ内に突入しているので、遊
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技球が蛇行して減速された状態で斜め上方から入賞線分Ｎを通過して入賞容易領域Ｋに進
入し、サイド大入賞口１７への遊技球の入賞が安定する。
【００５７】
　［第７実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｔは、図１３に示されており、前記第６実施形態の樹
脂突部７１に代わりに、障害釘列９９を、ガイドレール９０に隣接配置した構造になって
いる。本実施形態の構成によっても第６実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００５８】
　［第８実施形態］
　以下、本発明を適用したパチンコ遊技機１０Ｕに係る第８実施形態を、図１４，１５に
基づいて説明する。図１４に示すように、このパチンコ遊技機１０Ｕの外側の流下規制突
部８９を構成する役物ユニット８７Ｕは、縦長形状をなしてガイドレール９０に右側下部
に隣接配置されている。そして、その役物ユニット８７Ｕの左側面に第６実施形態と同様
のサイド大入賞口７０と可変部材７０Ｔとが備えられている。
【００５９】
　そして、図１５に示すように、入賞容易位置の可変部材７０Ｔの先端を基準点Ｐ０とし
て、その基準点Ｐ０からサイド大入賞口７０側に延ばした仮想基準線Ｈを基準点Ｐ０を中
心に上方に回動すると、その仮想基準線Ｈが、障害釘９８等の経路分割突部より先に、内
側の流下規制突部８８の一部である障害釘列９９に接するようになっている。その障害釘
列９９は、２つの障害釘９８を隣接配置してなる。そして、この障害釘列９９の先端の基
準接触部９６に接する仮想基準線Ｈと外側の流下規制突部８９との交点Ｐ１と、基準点Ｐ
０とを結ぶ線分が入賞線分Ｎになっている。また、その入賞線分Ｎと外側の流下規制突部
８９とに囲まれた入賞容易領域Ｋは、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分Ｎを通過
する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、サイド大入賞口７０以外の遊技球の退出経路
を有しない構造になっている。
【００６０】
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｕでは、外側の流下規制突部８９に備えたサイド大入
賞口７０の入賞線分Ｎを、内側の流下規制突部８８に接する直線としたことで、遊技領域
Ｒ２の右側領域２１Ｒで、内側と外側の流下規制突部８８，８９を通過する遊技球が全て
入賞線分Ｎを通過し、それらのほとんどがサイド大入賞口７０に入賞するという、従来に
はない流れでサイド大入賞口７０に遊技球を向かわせることができる。なお、このとき、
役物ユニット８７Ｕの上端部に側面突部２４Ｂのような側面突部が設けられていてもよい
。
【００６１】
　［第９実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｖは、図１６に示されており、役物ユニット８７Ｕと
ガイドレール９０との間に遊技球が通過可能な通路が備えられている。即ち、本実施形態
では、役物ユニット８７Ｕは、ガイドレール９０から遊技球１つ分以上離れているので、
外側の流下規制突部８９に含まれず、遊技領域Ｒ２の流下経路を複数に分割する役割する
「経路分割突部」になっている。また、そのような経路分割突部の中でも、役物ユニット
８７Ｕは、前記第８実施形態と同様の入賞線分Ｎを有するサイド大入賞口７０が形成され
た「特別経路分割突部」になっている。
【００６２】
　具体的には、サイド大入賞口７０は、役物ユニット８７Ｕのうち左側面における上下方
向の途中位置に配置されて側方に向かって開口し、可変部材７０Ｔがサイド大入賞口７０
の下端部を中心に回動するようになっている。そして、上記第８実施形態と同様に、入賞
容易位置の可変部材７０Ｔの先端を基準点Ｐ０として、その基準点Ｐ０からサイド大入賞
口７０側に延ばした仮想基準線Ｈを基準点Ｐ０を中心に上方に回動すると、その仮想基準
線Ｈが、障害釘９８等の経路分割突部より先に、内側の流下規制突部８８の一部である障
害釘列９９の基準接触部９６に接する。そして、その基準接触部９６に接する仮想基準線
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Ｈと特別経路分割突部である役物ユニット８７Ｕとの交点Ｐ１と、基準点Ｐ０とを結ぶ線
分が入賞線分Ｎになっている。また、その入賞線分Ｎと役物ユニット８７Ｕとに囲まれた
入賞容易領域Ｋは、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分Ｎを通過する以外の遊技球
の進入経路を有さずかつ、サイド大入賞口７０以外の遊技球の退出経路を有しない構造に
なっている。
【００６３】
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｖでは、特別経路分割突部である役物ユニット８７Ｕ
に備えたサイド大入賞口７０の入賞線分Ｎを、内側の流下規制突部８８に接する直線とし
たことで、遊技領域Ｒ２の右側領域２１Ｒで、内側の流下規制突部８８と役物ユニット８
７Ｕとの間に流れ込んだ遊技球が全て入賞線分Ｎを通過し、それらのほとんどがサイド大
入賞口７０に入賞するという、従来にはない流れでサイド大入賞口７０に遊技球を向かわ
せることができる。
【００６４】
　［第１０実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｗは、図１７に示されており、前記第６実施形態のサ
イド大入賞口７０と可変部材７０Ｔに代えて、内側の流下規制突部８８の側部にガイド突
部７４を備え、ガイド突部７４と内側の流下規制突部８８との間の突部間通路７４Ｚに前
面入賞口７２と可変部材７３とを備えた構造になっている。即ち、このパチンコ遊技機１
０Ｗの内側の流下規制突部８８を構成する枠突壁２４の左側側には、遊技板１１の前面に
開口する前面入賞口７２が隣接配置されている。その前面入賞口７２は、遊技球１つ分の
開口幅をなして、前面入賞口７２の右側の内側面は、枠突壁２４の左側面と略面一になっ
ている。
【００６５】
　また、可変部材７３は、前面入賞口７２の下端部を中心に回動し、入賞困難位置と入賞
容易位置との間を回動する。可変部材７３は、入賞困難位置では、起立姿勢となって前面
入賞口７２に全体が収まる。一方、可変部材７３は、入賞困難位置では、前方に倒れた傾
斜姿勢となって、遊技板１１の前面を流下して突部間通路７２Ｚに進入してくる遊技球を
前面入賞口７２に案内する。
【００６６】
　なお、可変部材７３としては、前面入賞口７２内の下面に沿って前後するスライド舌片
と、前面入賞口７２の側部に回動中心を有する内部扉とから構成されていてもよい。具体
的には、スライド舌片が入賞困難位置では前面入賞口７２内で待機し、そこから前進して
入賞容易位置に至ると、遊技球を前面入賞口７２に案内する構成をなし、内部扉が、入賞
困難位置で前面入賞口７２の前面開口と平行になって前面入賞口７２への入賞を規制し、
そこから前面入賞口７２内で上方に回動して入賞を許容する入賞容易位置へと移動する構
成としてもよい。
【００６７】
　ガイド突部７４は、枠突壁２４との間に前面入賞口７２を挟んで対向配置されている。
また、ガイド突部７４は、前面入賞口７２の左側の内側面と略面一の側面を有し、前面入
賞口７２より上方位置で前面入賞口７２に向かって下るように緩やかに傾斜したガイド面
７４Ｇを有する。
【００６８】
　また、この実施形態では、ガイド面７４Ｇの上端を基準点Ｐ０として、その基準点Ｐ０
から内側の流下規制突部８８に延ばした仮想基準線Ｈを基準点Ｐ０を中心に上方に回動し
たときに、基準点Ｐ０と内側の流下規制突部８８の間を結ぶ線分Ｈが、障害釘９８等の経
路分割突部より先に接する基準接触部９６を外側の流下規制突部８９に設けた構成になっ
ている。具体的には、第６実施形態と同様に樹脂突部７１が外側の流下規制突部８９の一
部としてガイドレール９０に隣接配置されて、その樹脂突部７１の先端部が基準接触部９
６になっている。
【００６９】
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　そして、基準接触部９６に接する線分である入賞線分Ｎと、ガイド面７４Ｇと、内側の
流下規制突部８８と、突部間通路７４Ｚとに囲まれた入賞容易領域Ｋが、遊技球１つ以上
の大きさでかつ、入賞線分Ｎを通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、前面入賞
口７２以外の遊技球の退出経路を有しない構成になっている。
【００７０】
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｗでは、内側の流下規制突部８８と特別経路分割突部
であるガイド突部７４との間に備えた前面入賞口７２の入賞線分Ｎを外側の流下規制突部
８９に接する直線としたことで、遊技領域Ｒ２の左側領域２１Ｌで、内側と外側の流下規
制突部８８，８９の間を通過する遊技球が全て入賞線分Ｎを通過し、それらのほとんどが
前面入賞口７２に入賞するという、従来にはない流れで前面入賞口７２に遊技球を向かわ
せることができる。また、前面入賞口７２には遊技球が１球ずつ入球するので、遊技球が
前面入賞口７２に入賞する速度を抑えることができる。
【００７１】
　［第１１実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｘは、図１８に示されており、前記第１０実施形態の
樹脂突部７１の代わりに、前記第２実施形態で説明した障害釘列９９を、ガイドレール９
０から右斜め下方に延ばして、その障害釘列９９の先端に前記第１実施形態で説明した基
準接触部９６を備えている。このように、以下の実施形態でも、樹脂突部７１を障害釘９
８に変更してもよいし、基準接触部を設けるのを内側の流下規制突部８８と外側の流下規
制突部８９との間で任意に入れ替えてもよい。
【００７２】
　［第１２実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｙは、図１９に示されており、前記第１０実施形態の
ガイド突部７４を排除し、前面入賞口７２を横方向に延ばして大入賞口７２Ｙに変更した
構成になっている。また、大入賞口７２Ｙの前側領域７２ＹＺに進入する遊技球を大入賞
口７２Ｙに案内する入賞容易位置と、遊技球が大入賞口７２Ｙの前側領域７２ＹＺを通過
することを許容しかつ大入賞口７２Ｙに入賞することを規制する入賞困難位置との間を移
動する可変部材７２Ｊが備えられている。
【００７３】
　この実施形態では、大入賞口７２Ｙのうち内側の流下規制突部８８から離れた側の左端
部の下端を基準点Ｐ０として、その基準点Ｐ０から内側の流下規制突部８８に延ばした仮
想基準線Ｈを基準点Ｐ０を中心に上方に回動したときに、基準点Ｐ０と内側の流下規制突
部８８の間を結ぶ線分Ｈが、障害釘９８等の経路分割突部より先に接する基準接触部９６
を外側の流下規制突部８９（詳細には、前述の樹脂突部７１の先端）に設けた構成になっ
ている。そして、基準接触部９６に接する線分である入賞線分Ｎと内側の流下規制突部８
８と入賞容易位置の可変部材７２Ｊに囲まれた入賞容易領域Ｋが、遊技球１つ以上の大き
さでかつ、入賞線分Ｎを通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、大入賞口７２Ｙ
以外の遊技球の退出経路を有しない構成になっている。
【００７４】
　このように、本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｙでは、内側の流下規制突部８８に隣接
する大入賞口７２Ｙの入賞線分Ｎを外側の流下規制突部８９に接する直線としたことで、
遊技領域Ｒ２の左側領域２１Ｌで、内側と外側の流下規制突部８８，８９の間を通過する
遊技球が全て入賞線分Ｎを通過し、それらのほとんどが大入賞口７２Ｙに入賞するという
、従来にはない流れで大入賞口７２Ｙに遊技球を向かわせることができる。なお、このと
き、大入賞口７２Ｙの上方において、枠突部２４に側面突部２４Ｂが設けられていてもよ
い。
【００７５】
　［第１３実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｚは、図２０に示されており、前記第１２実施形態の
大入賞口７２Ｙ及び可変部材７２Ｊが、内側の流下規制突部８８に代えて、特別障害釘列
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９９Ｘに隣接配置された構成になっている。特別障害釘列９９Ｘは、複数の障害釘９８を
隣接させて一列に並べてなり、それら障害釘９８，９８同士の間は、遊技球１つ分より小
さくなっている。また、特別障害釘列９９Ｘは、内側及び外側の流下規制突部８８，８９
から遊技球１つ以上の間隔を空けて配置されている。即ち、特別障害釘列９９Ｘは、遊技
領域Ｒ２の流下経路を複数に分割する役割する「経路分割突部」になっている。また、そ
のような経路分割突部の中でも、特別障害釘列９９Ｘは、大入賞口７２Ｙが遊技球１つ分
より近くに隣接した「特別経路分割突部」になっている。
【００７６】
　詳細には、特別障害釘列９９Ｘは、上下方向に延びて、ガイドレール９０における左側
部に対向配置されている。また、特別障害釘列９９Ｘは、下端寄り位置でクランク状に屈
曲し、下端部が左側に突出している。大入賞口７２Ｙは、その特別障害釘列９９Ｘの下端
部の左側に隣接配置されている。また、大入賞口７２Ｙの左端部とガイドレール９０との
間には、遊技球が通過可能なスペースが設けられている。
【００７７】
　そして、大入賞口７２Ｙのうち特別障害釘列９９Ｘから離れた側の左端部の下端を基準
点Ｐ０として、その基準点Ｐ０から特別障害釘列９９Ｘに延ばした仮想基準線Ｈを基準点
Ｐ０を中心に上方に回動したときに、基準点Ｐ０と特別障害釘列９９Ｘの間を結ぶ線分Ｈ
が、障害釘９８等の経路分割突部より先に接する基準接触部９６を外側の流下規制突部８
９（詳細には、前述の樹脂突部７１の先端）に設けた構成になっている。そして、基準接
触部９６に接する線分である入賞線分Ｎと特別障害釘列９９Ｘと入賞容易位置の可変部材
７３とに囲まれた入賞容易領域Ｋが、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分Ｎを通過
する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、大入賞口７２Ｙ以外の遊技球の退出経路を有
しない構成になっている。また、樹脂突部７１の先端部が大入賞口７２Ｙの一部を上方か
ら覆っている。
【００７８】
　このように、本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｚでは、特別経路分割突部である特別障
害釘列９９Ｘに隣接する大入賞口７２Ｙの入賞線分Ｎを外側の流下規制突部８９に接する
直線としたことで、遊技領域Ｒ２の左側領域２１Ｌで、外側の流下規制突部８９と特別障
害釘列９９Ｘとの間を通過する遊技球が全て入賞線分Ｎを通過し、それらのほとんどが大
入賞口７２Ｙに入賞するという、従来にはない流れで大入賞口７２Ｙに遊技球を向かわせ
ることができる。また、樹脂突部７１の先端が大入賞口７２Ｙの一部を上方から覆ってい
ることで、入賞容易領域Ｋに進入する遊技球の流下速度を減速させることができる。なお
、このとき、特別障害釘列９９Ｘの上端部に側面突部２４Ｂのような側面突部が設けられ
ていてもよい。
【００７９】
　［第１４実施形態］
　本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｍは、図２１に示されており、前記第１３実施形態の
大入賞口７２Ｙに代えて、一般入賞口２０が特別障害釘列９９Ｘに隣接配置された構成に
なっていて、樹脂突部７１に代えて、障害釘列９９Ｙがガイドレール９０に隣接して配置
されている。
【００８０】
　また、一般入賞口の入賞入口は１３ｍｍ以下に規定されていて、基準接触部９６は、入
賞線分Ｎの長さが上記の範囲内になるように配置されている。
【００８１】
　この実施形態では、一般入賞口２０のうち障害釘列９９Ｘから離れた側の左端部の上端
を基準点Ｐ０として、その基準点Ｐ０から障害釘列９９Ｘに延ばした仮想基準線Ｈを基準
点Ｐ０を中心に上方に回動したときに、基準点Ｐ０と障害釘列９９Ｘの間を結ぶ線分Ｈが
、障害釘９８等の経路分割突部より先に接する基準接触部９６を外側の流下規制突部８９
（詳細には、前述の樹脂突部７１の先端）に設けた構成になっている。そして、基準接触
部９６に接する線分である入賞線分Ｎと障害釘列９９Ｘと一般入賞口２０に囲まれた入賞
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容易領域Ｋが、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分Ｎを通過する以外の遊技球の進
入経路を有さずかつ、一般入賞口２０以外の遊技球の退出経路を有しない構成になってい
る。
【００８２】
　このように、本実施形態のパチンコ遊技機１０Ｍでは、障害釘列９９Ｘに隣接する一般
入賞口２０の入賞線分Ｎを外側の流下規制突部８９に接する直線としたことで、遊技領域
Ｒ２の左側領域２１Ｌで、樹脂突部７１と障害釘列９９Ｘの間を通過する遊技球が全て入
賞線分Ｎを通過し、それらのほとんどが一般入賞口２０に入賞するという、従来にはない
流れで一般入賞口２０に遊技球を向かわせることができる。
【００８３】
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、上記以外にも要旨を逸脱しない範
囲内で種々変更して実施することができる。
【００８４】
　（１）第１４実施形態において、一般入賞口２０の左側の側方にガイド突部７４を隣接
配置させてもよい。なお、このとき、ガイド突部７４のガイド面７４Ｇの上端が基準点Ｐ
０となる。
【００８５】
　（２）上記実施形態に記載された本発明の特徴となっている入賞線分Ｎを有する入賞口
を、１つの遊技板に対して任意の組み合わせで複数備えた構成にしてもよい。
【００８６】
　＜付記＞
　上記実施形態及び上記他の実施形態で例示した遊技機には、以下の発明が含まれている
と考えることができる。
【００８７】
　［発明１］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記
内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から
突出し、遊技球の流下経路を分割することが可能な経路分割突部と、前記内側又は外側の
一方の前記流下規制突部の一部として設けられ、遊技球が左右方向の一方に向かって転動
する転動面と、前記転動面に開口する入賞口と、前記入賞口への遊技球の入賞を規制する
入賞困難位置と、前記入賞困難位置より前記入賞口への遊技球の入賞が容易な入賞容易位
置との間を移動する可変部材とを備え、前記入賞口の上方を横切りかつ他方の前記流下規
制突部に接する直線である入賞線分と前記一方の流下規制突部とに囲まれた入賞容易領域
が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を
有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、前記経路分割突部を有しない
ことを特徴とする遊技機。
【００８８】
　この発明１のように、一方の流下規制突部に形成された入賞口の上方を横切る直線であ
る入賞線分を設定して、その入賞線分と一方の流下規制突部とに囲まれた入賞容易領域を
、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さず
かつ、入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、経路分割突部を有しない構成とすれば、
入賞容易領域に進入した遊技球のほとんどは、入賞口に入賞することになる。そして、本
発明では、そのような入賞線分を、他方の流下規制突部に接する直線としたので、可変部
材が入賞容易位置に配置されていると、内側と外側の流下規制突部を通過する遊技球が全
て入賞線分を通過して入賞容易領域に進入し、それら遊技球のほとんどが入賞口に入賞す
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るという、従来にはない流れで入賞口に向かわせることができる。
【００８９】
　［発明２］
　前記入賞口の左右方向の一方側の開口縁を基準点として、その基準点から前記入賞口の
他方側の開口縁側に延ばした仮想基準線を、前記基準点を中心に上方に回動したときに、
前記基準点と前記一方の流下規制突部との間を結ぶ線分が、前記経路分割突部より先に接
する基準接触部を他方の前記流下規制突部に設け、前記基準接触部に接する前記線分を前
記入賞線分としたことを特徴とする発明１に記載の遊技機。
【００９０】
　この発明２によれば、入賞線分の一端は入賞口の左右方向の一方側の開口縁に位置する
。そして、本発明では、このような入賞線分を設定することができるように基準接触部を
他方の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入した遊技球が入賞口に入賞する確
実性を高くすることができる。
【００９１】
　［発明３］
　前記転動面は、前記外側の流下規制突部の一部として設けられる一方、前記基準接触部
は、前記内側の流下規制突部に備えられている発明２に記載の遊技機。
【００９２】
　発明３によれば、外側の流下規制突部のうち内側の流下規制突部の下方に位置する部分
に転動面を設けて、遊技球を内側の流下規制突部の下方中央に案内することができる。
【００９３】
　［発明４］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記
内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から
突出し、遊技球の流下経路を複数に分割することが可能な経路分割突部と、前記経路分割
突部の１つとして設けられ、遊技球が左右方向の一方に向かって転動する転動面を有する
特別経路分割突部と、前記転動面に開口する入賞口と、前記入賞口への遊技球の入賞を許
容する入賞容易位置と、前記入賞口への遊技球の入賞を規制する入賞困難位置との間を移
動する可変部材とを備え、前記入賞口の上方を横切りかつ前記内側又は外側の流下規制突
部に接する直線である入賞線分と、前記特別経路分割突部とに囲まれた入賞容易領域が、
遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さ
ずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、前記経路分割突部を有しないこと
を特徴とする遊技機。
【００９４】
　この発明４のように、特別経路分割突部に形成された入賞口の上方を横切る直線である
入賞線分を設定して、その入賞線分と特別経路分割突部とに囲まれた入賞容易領域を、遊
技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ
、入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、流下規制突部を有しない構成とすれば、入賞
容易領域に進入した遊技球のほとんどは、入賞口に入賞することになる。そして、本発明
では、そのような入賞線分を、内側又は外側の流下規制突部に接する直線としたので、可
変部材が入賞容易位置に配置されていると、特別経路分割突部と内側又は外側の流下規制
突部を通過する遊技球が全て入賞線分を通過して入賞容易領域に進入し、それら遊技球の
ほとんどが入賞口に入賞するという、従来にはない流れで入賞口に向かわせることができ
る。
【００９５】
　［発明５］
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　前記入賞口の左右方向の一方側の開口縁を基準点として、その基準点から前記入賞口の
他方側の開口縁側に延ばした仮想基準線を、前記基準点を中心に上方に回動したときに、
前記基準点と前記特別経路分割突部との間を結ぶ線分が、前記経路分割突部より先に接す
る基準接触部を前記内側又は外側の流下規制突部に設け、前記基準接触部に接する前記線
分を前記入賞線分としたことを特徴とする発明４に記載の遊技機。
【００９６】
　この発明５によれば、入賞線分の一端は入賞口の左右方向の一方側の開口縁に位置する
。そして、本発明では、このような入賞線分を設定することができるように基準接触部を
内側又は外側の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入した遊技球が入賞口に入
賞する確実性を高くすることができる。
【００９７】
　［発明６］
　前記基準接触部は、前記内側の流下規制突部に備えられている発明５に記載の遊技機。
【００９８】
　発明６によれば、内側の流下規制突部の下方に位置する特別経路分割突に転動面を設け
て、遊技球を内側の流下規制突部の下方中央に案内することができる。
【００９９】
　［発明７］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記
内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から
突出し、遊技球の流下経路を複数に分割することが可能な経路分割突部と、前記内側又は
外側の一方の前記流下規制突部の側面に開口する入賞口と、前記入賞口の下端側を中心に
回動して、前記入賞口への遊技球の入賞を規制する入賞困難位置と、前記入賞口の側方側
に張り出し、前記入賞口に遊技球を案内する入賞容易位置との間を移動する可変部材とを
備え、前記可変部材が前記入賞容易位置に配置された状態で前記入賞口の斜め上方を横切
りかつ他方の前記流下規制突部に接する直線である入賞線分と前記一方の流下規制突部と
前記可変部材とに囲まれた入賞容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞線
分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経路
を有さず、前記経路分割突部を有しないことを特徴とする遊技機。
【０１００】
　この発明７のように、一方の流下規制突部に形成された入賞口の斜め上方を横切る直線
である入賞線分を設定して、その入賞線分と一方の流下規制突部と可変部材とに囲まれた
入賞容易領域を、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分を通過する以外の遊技球の進
入経路を有さずかつ、入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、流下規制突部を有しない
構成とすれば、入賞容易領域に進入した遊技球のほとんどは、入賞口に入賞することにな
る。そして、本発明では、そのような入賞線分を、他方の流下規制突部に接する直線とし
たので、可変部材が入賞容易位置に配置されていると、内側と外側の流下規制突部を通過
する遊技球が全て入賞線分を通過して入賞容易領域に進入し、それら遊技球のほとんどが
入賞口に入賞するという、従来にはない流れで入賞口に向かわせることができる。
【０１０１】
　［発明８］
　前記入賞容易位置の前記可変部材の先端を基準点として、その基準点から前記入賞口側
に延ばした仮想基準線を、前記基準点を中心に上方に回動したときに、前記基準点と前記
一方の流下規制突部の間を結ぶ線分が、前記経路分割突部より先に接する基準接触部を他
方の前記流下規制突部に設け、前記基準接触部に接する前記線分を前記入賞線分とした発
明７に記載の遊技機。
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【０１０２】
　この発明８によれば、入賞線分の一端は入賞容易位置の可変部材の先端に位置する。そ
して、本発明では、このような入賞線分を設定することができるように基準接触部を他方
の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入した遊技球が入賞口に入賞する確実性
を高くすることができる。
【０１０３】
　［発明９］
　前記入賞口は、前記内側の流下規制突部に配置される一方、前記基準接触部は、前記外
側の流下規制突部に配置されている発明８に記載の遊技機。
【０１０４】
　発明９によれば、入賞口に入賞した遊技球を遊技板の後方に取り込む構造を内側の流下
規制突部を利用して容易に形成することができる。
【０１０５】
　［発明１０］
　前記入賞口を有する前記流下規制突部の側面のうち前記入賞口より上側部分から側方に
張り出す側面突部が備えられている発明８又は９に記載の遊技機。
【０１０６】
　発明１０によれば、入賞容易領域に進入する遊技球の流下速度を側面突部によって減速
させることができる。
【０１０７】
　［発明１１］
　前記基準接触部は、前記側面突部より下方に配置されている発明１０に記載の遊技機。
【０１０８】
　発明１１によれば、側面突部と基準接触部とにより、入賞容易領域に対して遊技球を斜
め上方から進入させることができる。
【０１０９】
　［発明１２］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記
内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から
突出し、遊技球の流下経路を複数に分割することが可能な経路分割突部と、前記経路分割
突部の１つとして設けられ、側面に入賞口を有する特別経路分割突部と、前記入賞口の下
端側を中心に回動して、前記入賞口への遊技球の入賞を規制する入賞困難位置と、前記入
賞口の側方側に張り出し、前記入賞口に遊技球を案内する入賞容易位置との間を移動する
可変部材とを備え、前記可変部材が前記入賞容易位置に配置された状態で前記入賞口の斜
め上方を横切りかつ前記内側または外側の流下規制突部に接する直線である入賞線分と前
記特別経路分割突部とに囲まれた入賞容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記
入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退
出経路を有さず、前記経路分割突部を有しないことを特徴とする遊技機。
【０１１０】
　この発明１２のように、特別経路分割突部に形成された入賞口の斜め上方を横切る直線
である入賞線分を設定して、その入賞線分と特別経路分割突部とに囲まれた入賞容易領域
を、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さ
ずかつ、入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、経路分割突部を有しない構成とすれば
、入賞容易領域に進入した遊技球のほとんどは、入賞口に入賞することになる。そして、
本発明では、そのような入賞線分を、内側又は外側の流下規制突部に接する直線としたの
で、可変部材が入賞容易位置に配置されていると、特別経路分割突部と内側又は外側の流
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下規制突部を通過する遊技球が全て入賞線分を通過して入賞容易領域に進入し、それら遊
技球のほとんどが入賞口に入賞するという、従来にはない流れで入賞口に向かわせること
ができる。
【０１１１】
　［発明１３］
　前記入賞容易位置の前記可変部材の先端を基準点として、その基準点から前記入賞口側
に延ばした仮想基準線を、前記基準点を中心に上方に回動したときに、前記基準点と前記
特別経路分割突部の間を結ぶ線分が、前記経路分割突部より先に接する基準接触部を前記
内側又は外側の流下規制突部に設け、前記基準接触部に接する前記線分を前記入賞線分と
した発明１２に記載の遊技機。
【０１１２】
　この発明１３によれば、入賞線分の一端は入賞容易位置の可変部材の先端に位置する。
そして、本発明では、このような入賞線分を設定することができるように基準接触部を内
側又は外側の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入した遊技球が入賞口に入賞
する確実性を高くすることができる。
【０１１３】
　［発明１４］
　前記特別経路分割突部は、縦長形状になっている発明１３に記載の遊技機。
【０１１４】
　発明１４によれば、入賞容易領域を容易に形成することができる。
【０１１５】
　［発明１５］
　前記特別経路分割突部の側面のうち前記入賞口より上側部分から側方に張り出す側面突
部が備えられている発明１３又は１４に記載の遊技機。
【０１１６】
　発明１５によれば、入賞容易領域に進入する遊技球の流下速度を側面突部によって減速
させることができる。
【０１１７】
　［発明１６］
　前記基準接触部は、前記側面突部より下方に配置されている発明１５に記載の遊技機。
【０１１８】
　発明１６によれば、側面突部と基準接触部とにより、入賞容易領域に対して遊技球を斜
め上方から進入させることができる。
【０１１９】
　［発明１７］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記
内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から
突出し、遊技球の流下経路を複数に分割することが可能な経路分割突部と、前記内側又は
外側の一方の流下規制突部との間の突部間通路に前記遊技板の前面に開口する入賞口を有
するガイド突部と、前記ガイド突部に形成されて、遊技球を前記突部間通路へと案内する
ガイド面と、前記突部間通路に進入する遊技球を前記入賞口に案内する入賞容易位置と、
遊技球が前記突部間通路を通過することを許容しかつ前記入賞口に入賞することを規制す
る入賞困難位置との間を移動する可変部材とを備え、前記入賞口の上方を横切りかつ他方
の前記流下規制突部に接する直線である入賞線分と前記ガイド面と前記一方の流下規制突
部と前記突部間通路とに囲まれた入賞容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記
入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退
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出経路を有さず、前記経路分割突部を有しないことを特徴とする遊技機。
【０１２０】
　この発明１７のように、一方の流下規制突部と特別経路分割突部との間の入賞口の上方
を横切る直線である入賞線分を設定し、その入賞線分と一方の流下規制突部と突部間通路
と特別経路分割突部のガイド面とに囲まれた入賞容易領域を、遊技球１つ以上の大きさで
かつ、入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、入賞口以外の遊技球の
退出経路を有さず、経路分割突部を有しない構成とすれば、入賞容易領域に進入した遊技
球のほとんどは、入賞口に入賞することになる。そして、本発明では、そのような入賞線
分を、他方の流下規制突部に接する直線としたので、可変部材が入賞容易位置に配置され
ていると、内側と外側の流下規制突部を通過する遊技球が全て入賞線分を通過して入賞容
易領域に進入し、それら遊技球のほとんどが入賞口に入賞するという、従来にはない流れ
で入賞口に向かわせることができる。
【０１２１】
　［発明１８］
　前記ガイド面の上端を基準点として、その基準点から前記一方の流下規制突部側に延ば
した仮想基準線を前記基準点を中心に上方に回動したときに、前記基準点と前記一方の流
下規制突部の間を結ぶ線分が、前記経路分割突部より先に接する基準接触部を他方の前記
流下規制突部に設け、前記基準接触部に接する前記線分を前記入賞線分としたことを特徴
とする発明１７に記載の遊技機。
【０１２２】
　この発明１８によれば、入賞線分の一端は特別経路分割突部におけるガイド面の上端に
位置する。そして、本発明では、このような入賞線分を設定することができるように基準
接触部を内側又は外側の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入した遊技球が入
賞口に入賞する確実性を高くすることができる。
【０１２３】
　［発明１９］
　前記入賞口は、遊技球が１つずつ入球可能な大きさになっている発明１７乃至１９の何
れか１の発明に記載の遊技機。
【０１２４】
　発明１９によれば、遊技球が入賞口に入賞する速度を抑えることができる。
【０１２５】
　［発明２０］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記
内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から
突出し、遊技球の流下経路を複数に分割することが可能な経路分割突部と、前記遊技板の
前面に開口しかつ横方向の一端が前記内側又は外側の一方の流下規制突部に対して遊技球
１球分より近くに隣接する入賞口と、前記入賞口の前側領域に進入する遊技球を前記入賞
口に案内する入賞容易位置と、遊技球が前記入賞口の前側領域を通過することを許容しか
つ前記入賞口に入賞することを規制する入賞困難位置との間を移動する可変部材とを備え
、前記入賞口の上方を横切りかつ他方の前記流下規制突部に接する直線である入賞線分と
前記入賞容易位置の前記可変部材と前記一方の流下規制突部とに囲まれた入賞容易領域が
、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有
さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、前記経路分割突部を有しないこ
とを特徴とする遊技機。
【０１２６】
　この発明２０のように、一方の流下規制突部に一端部が隣接する入賞口の上方を横切る
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直線である入賞線分を設定し、その入賞線分と一方の流下規制突部と入賞容易位置の可変
部材とに囲まれた入賞容易領域を、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分を通過する
以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、経路分
割突部を有しない構成とすれば、入賞容易領域に進入した遊技球のほとんどは、入賞口に
入賞することになる。そして、本発明では、そのような入賞線分を、他方の流下規制突部
に接する直線としたので、可変部材が入賞容易位置に配置されていると、内側と外側の流
下規制突部を通過する遊技球が全て入賞線分を通過して入賞容易領域に進入し、それら遊
技球のほとんどが入賞口に入賞するという、従来にはない流れで入賞口に向かわせること
ができる。
【０１２７】
　［発明２１］
　前記入賞口の横方向の他端を基準点として、その基準点から一端側に延ばした仮想基準
線を前記基準点を中心に上方に回動したときに、前記基準点と前記一方の流下規制突部の
間を結ぶ線分が、前記経路分割突部より先に接する基準接触部を他方の前記流下規制突部
に設け、前記基準接触部に接する前記線分を前記入賞線分としたことを特徴とする発明２
０に記載の遊技機。
【０１２８】
　この発明２１によれば、入賞線分の一端は入賞口の横方向のうち一方の流下規制突部か
ら離れた他端に位置する。そして、本発明では、このような入賞線分を設定することがで
きるように基準接触部を他方の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入した遊技
球が入賞口に入賞する確実性を高くすることができる。
【０１２９】
　［発明２２］
　前記入賞口は、前記一方の流下規制突部の側面に隣接配置されると共に、その一方の流
下規制突部の側面には、前記入賞口より上側部分から側方に張り出す側面突部が備えられ
ている発明２１に記載の遊技機。
【０１３０】
　発明２２によれば、入賞容易領域に進入する遊技球の流下速度を側面突部によって減速
させることができる。
【０１３１】
　［発明２３］
　前記基準接触部は、前記側面突部より下方に配置されている発明２２に記載の遊技機。
【０１３２】
　発明２３によれば、側面突部と基準接触部とにより、入賞容易領域に対して遊技球を斜
め上方から進入させることができる。
【０１３３】
　［発明２４］
　前記一方の流下規制突部は、前記内側の流下規制突部である発明１７乃至２３の何れか
１の請求項に記載の遊技機。
【０１３４】
　発明２４によれば、入賞口に入賞した遊技球を遊技板の後方に取り込む構造を内側の流
下規制突部を利用して容易に形成することができる。
【０１３５】
　［発明２６］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記
内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から



(23) JP 6688506 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

突出し、遊技球の流下経路を複数に分割することが可能な経路分割突部と、前記遊技板の
前面に開口する入賞口と、前記経路分割突部の１つとして設けられ、前記入賞口の横方向
の一端が前記遊技球１球分より近くに隣接する特別経路分割突部と、前記入賞口の前側領
域に進入する遊技球を前記入賞口に案内する入賞容易位置と、遊技球が前記入賞口の前側
領域を通過することを許容しかつ前記入賞口に入賞することを規制する入賞困難位置との
間を移動する可変部材とを備え、前記入賞口の上方を横切りかつ前記内側又は外側の一方
の流下規制突部に接する直線である入賞線分と前記入賞容易位置の前記可変部材と前記特
別経路分割突部とに囲まれた入賞容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞
線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経
路を有さず、前記経路分割突部を有しないことを特徴とする遊技機。
【０１３６】
　この発明２６のように、特別経路分割突部に一端部が隣接する入賞口の上方を横切る直
線である入賞線分を設定し、その入賞線分と特別経路分割突部と入賞容易位置の可変部材
とに囲まれた入賞容易領域を、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分を通過する以外
の遊技球の進入経路を有さずかつ、入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、経路分割突
部を有しない構成とすれば、入賞容易領域に進入した遊技球のほとんどは、入賞口に入賞
することになる。そして、本発明では、そのような入賞線分を、内側又は外側の流下規制
突部に接する直線としたので、可変部材が入賞容易位置に配置されていると、内側と外側
の一方の流下規制突部と特別経路分割突部との間を通過する遊技球が全て入賞線分を通過
して入賞容易領域に進入し、それら遊技球のほとんどが入賞口に入賞するという、従来に
はない流れで入賞口に向かわせることができる。
【０１３７】
　［発明２７］
　前記入賞口の横方向の他端を基準点として、その基準点から一端側に延ばした仮想基準
線を、前記基準点を中心に上方に回動したときに、前記基準点と前記特別経路分割突部の
間を結ぶ線分が、前記経路分割突部より先に接する基準接触部を前記内側又は外側の一方
の流下規制突部に設け、前記基準接触部に接する前記線分を前記入賞線分とした発明２６
に記載の遊技機。
【０１３８】
　この発明２７によれば、入賞線分の一端は入賞口の横方向のうち特別流路分割突部から
離れた他端に位置する。そして、本発明では、このような入賞線分を設定することができ
るように基準接触部を内側又は外側の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入し
た遊技球が入賞口に入賞する確実性を高くすることができる。
【０１３９】
　［発明２８］
　前記基準接触部の一部が、前記入賞口の少なくとも一部を上方から覆っている発明１乃
至４の何れか１の発明に記載の遊技機。
【０１４０】
　発明２８によれば、入賞容易領域に進入する遊技球の流下速度を減速させることができ
る。
【０１４１】
　［発明２９］
　前記入賞口は、前記遊技領域の上下方向の中央より下側に配置されている発明１乃至２
８の何れか１の発明に記載の遊技機。
【０１４２】
　発明２９によれば、遊技領域の上下方向の中央までの遊技球の流下を遊技者が視認して
楽しむことができる。
【０１４３】
　［発明３０］
　前記遊技板の前面に一側部が宛われかつ湾曲した帯状部材で少なくとも一部が構成され
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て全体が環状をなし、前記遊技領域内に打ち込まれる遊技球を案内するガイドレールと、
前記遊技板のうち前記ガイドレールの内側に貫通形成された演出用開口と、前記演出用開
口の内側に配置されて遊技の演出を行う演出手段と、前記遊技板の前面のうち前記演出用
開口の開口縁から前方に突出する枠突壁と、を備え、前記外側の流下規制突部は、前記ガ
イドレールと、前記ガイドレールに遊技球１つ分より接近した位置に配置されて、前記遊
技板の前面から突出する第１の近接突部とで構成され、前記内側の流下規制突部は、前記
枠突壁と、前記枠突壁に遊技球１つ分より接近した位置に配置されて、前記遊技板の前面
から突出する第２の近接突部とで構成されている発明１乃至２９の何れか１の発明に記載
の遊技機。
【０１４４】
　内側と外側の流下規制部材は、発明３０のように構成してもよいし、枠突壁のみで内側
の流下規制部材を構成すると共に、ガイドレールのみで外側の流下規制部材を構成しても
よい。
【０１４５】
　［発明３１］
　前記基準接触部は、前記第１又は第２の近接突部に備えられている発明３０に記載の遊
技機。
【０１４６】
　［発明３２］
　前記基準接触部を備える前記第１又は第２の近接突部は、前記遊技板の前面に固定され
た樹脂部材である発明３１に記載の遊技機。
【０１４７】
　［発明３３］
　前記基準接触部を備える前記第１又は第２の近接突部は、前記遊技板の前面から突出し
かつ互いに遊技球１つ分よりも狭い間隔で纏めて配置された複数の障害釘で構成されてい
る発明３１に記載の遊技機。
【０１４８】
　発明３１によれば、基準接触部の設定・変更を容易に行うことができ、遊技機の設計が
容易になる。また、基準接触部は、発明３２のように樹脂部材であってもよいし、発明３
３のように障害釘であってもよい。
【０１４９】
　［発明３４］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、記内
側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から突
出し、遊技球の流下経路を複数に分割する複数の経路分割突部と、前記複数の経路分割突
部の１つとして設けられ、上面に入賞口を有する特別経路分割突部とを備え、前記入賞口
の上方を横切りかつ前記内側又は外側の一方の流下規制突部に接する直線である入賞線分
と前記入賞口と前記特別経路分割突部とに囲まれた入賞容易領域が、遊技球１つ以上の大
きさでかつ、前記入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、前記入賞口
以外の遊技球の退出経路を有さず、前記経路分割突部を有しないことを特徴とする遊技機
。
【０１５０】
　この発明３４のように、特別経路分割突部が上面に有する入賞口の上方を横切る直線で
ある入賞線分を設定し、その入賞線分と特別経路分割突部と入賞口とに囲まれた入賞容易
領域を、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を
有さずかつ、入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、経路分割突部を有しない構成とす



(25) JP 6688506 B2 2020.4.28

10

20

30

40

50

れば、入賞容易領域に進入した遊技球のほとんどは、入賞口に入賞することになる。そし
て、本発明では、そのような入賞線分を、内側又は外側の流下規制突部に接する直線とし
たので、内側と外側の一方の流下規制突部と特別経路分割突部との間を通過する遊技球が
全て入賞線分を通過して入賞容易領域に進入し、それら遊技球のほとんどが入賞口に入賞
するという、従来にはない流れで入賞口に向かわせることができる。
【０１５１】
　［発明３５］
　前記入賞口の左右方向の一方側の開口縁を基準点として、その基準点から前記入賞口の
他方側の開口縁側に延ばした仮想基準線を、前記基準点を中心に上方に回動したときに、
前記仮想基準線のうち前記基準点と前記特別経路分割突部との間を結ぶ線分の途中部分が
、前記経路分割突部より先に接する基準接触部を前記内側又は外側の一方の流下規制突部
に設け、前記基準接触部に接する前記線分を前記入賞線分とした発明３４に記載の遊技機
。
【０１５２】
　この発明３５によれば、入賞線分の一端は入賞口の左右方向の一方側の開口縁に位置す
る。そして、本発明では、このような入賞線分を設定することができるように基準接触部
を内側又は外側の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入した遊技球が入賞口に
入賞する確実性を高くすることができる。
【０１５３】
　［発明３６］
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して
前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制す
る外側の流下規制突部と、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を
特定し、その内側の境界線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記
内側及び外側の流下規制突部から遊技球１つ分以上離間した位置で前記遊技板の前面から
突出し、遊技球の流下経路を複数に分割する複数の経路分割突部と、前記複数の経路分割
突部の１つとして設けられ、上面に入賞口を有する特別経路分割突部と、前記入賞口の左
右方向の一方側の開口縁から上方に突出するように前記特別経路分割突部に形成されて、
遊技球を前記入賞口へと案内するガイド面とを備え、前記入賞口の上方を横切りかつ前記
内側又は外側の一方の流下規制突部に接する直線である入賞線分と前記特別経路分割突部
と前記入賞口と前記ガイド面とに囲まれた入賞容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでか
つ、前記入賞線分を通過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊
技球の退出経路を有さず、前記経路分割突部を有しないことを特徴とする遊技機。
【０１５４】
　この発明３６のように、特別分割経路の上面に設けられた入賞口の上方を横切る直線で
ある入賞線分を設定し、その入賞線分と特別経路分割突部と入賞口とガイド面とに囲まれ
た入賞容易領域を、遊技球１つ以上の大きさでかつ、入賞線分を通過する以外の遊技球の
進入経路を有さずかつ、入賞口以外の遊技球の退出経路を有さず、経路分割突部を有しな
い構成とすれば、入賞容易領域に進入した遊技球のほとんどは、入賞口に入賞することに
なる。そして、本発明では、そのような入賞線分を、内側又は外側の流下規制突部に接す
る直線としたので、内側と外側の一方の流下規制突部と第１特別経路分割突部との間を通
過する遊技球が全て入賞線分を通過して入賞容易領域に進入し、それら遊技球のほとんど
が入賞口に入賞するという、従来にはない流れで入賞口に向かわせることができる。
【０１５５】
　［発明３７］
　前記ガイド面の上端を基準点として、その基準点から前記入賞口の左右方向の他方側に
延ばした仮想基準線を、前記基準点を中心に上方に回動したときに、前記仮想基準線のう
ち前記基準点と前記特別経路分割突部の間を結ぶ線分の途中部分が、前記経路分割突部よ
り先に接する基準接触部を前記内側又は外側の一方の流下規制突部に設け、前記基準接触
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部に接する前記線分を前記入賞線分とした発明３６に記載の遊技機。
【０１５６】
　この発明３７によれば、入賞線分の一端は特別経路分割突部におけるガイド面の上端に
位置する。そして、本発明では、このような入賞線分を設定することができるように基準
接触部を内側又は外側の流下規制突部に設けたので、入賞容易領域に進入した遊技球が入
賞口に入賞する確実性を高くすることができる。
【０１５７】
　なお、上記［発明１～３７］中の下記構成要素には、上記実施形態中の下記部位が以下
の如く対応する。
ガイドレール：ガイドレール９０、枠突壁：枠突壁２４、内側の流下規制突部：内側の流
下規制突部８８、外側の流下規制突部：外側の流下規制突部８９、入賞口：サイド大入賞
口１７，７０，前面入賞口７２，大入賞口７２Ｙ、樹脂突部：９５Ａ、障害釘列：障害釘
列９９、ガイド突部：ガイド突部７４、ガイド面：７４Ｇ、転動面：転動面３５、可変部
材：可変部材１４Ｔ，１５Ｔ，１７Ｔ，７３，７２Ｔ
【符号の説明】
【０１５８】
　１０，１０Ｎ，１０Ｐ，１０Ｒ，１０Ｓ，１０Ｔ，１０Ｕ，１０Ｖ，１０Ｗ，１０Ｘ，
１０Ｙ，１０Ｚ　　パチンコ遊技機
　１１　　遊技板
　１１Ｗ　　演出用開口
　１４Ｔ，１５Ｔ，１７Ｔ，７３，７２Ｔ　　可変部材
　１７　　サイド大入賞口
　２１Ｌ　　左側領域
　２１Ｒ　　右側領域
　２４　　枠突壁
　３５　　転動面
　３６　　ガイド面
　７０　　サイド大入賞口
　７２　　前面入賞口
　７２Ｙ　　大入賞口
　７４Ｚ　　突部間通路
　８８　　内側の流下規制突部
　８９　　外側の流下規制突部
　９０　　ガイドレール
　７４　　ガイド突部
　７４Ｇ　　ガイド面
　９５Ａ　　樹脂突部
　９８　　障害釘
　９９　　障害釘列
　Ｈ　　仮想基準線
　Ｋ　　入賞容易領域
　Ｎ　　入賞線分
　Ｐ０　　基準点
　Ｐ１　　交点
　Ｒ１　　レール内領域
　Ｒ２　　遊技領域
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